
２０２６年度 長浜ヨットハーバー空きバース利用者募集要項 

 

１．お申込み条件 すでに船舶を所有されている方、または２０２６年５月３１日までに 

船舶を所有される予定の方（以下「本人」という。）で、当ヨットハー 

バーの施設および設備の現状（フェンス等で隔離されていない等）を 

承知し、ご自身で確実に船舶の管理ができる方。 

２．施設概要 

 ①所 在 地：滋賀県長浜市大島町地先 

 ②面  積：６，５６１．１６(陸上部：3,967.39㎡／水面係留部：2,593.77㎡) 

 ③水  深：２．５ｍ～３．５ｍ 

④収 容 数：１０３バース（陸置：２４バース／係留：７９バース） 

 ⑤附属施設：揚降斜路 

 ⑥駐 車 場：専用駐車場なし。近隣に有料駐車場あり。 

 

３．ヨット等の要件  

①陸置・係留の方法に応じ次に揚げる大きさを超えないこと。 

      陸置：長さ７メートル   幅２．７メートル 

    係留：長さ１０メートル  幅４．５メートル 

    ②プレジャーボートの場合は、環境対策型２サイクルエンジンまたは４サイクル 

エンジンに限ります。 

③水上オートバイ(ジェットバイク)の利用(保管および乗入れ等)は、一切できません。 

 

４．募集バース数：陸置１バース ※係留バースのご利用については、お問合せください。 

 

５．利用契約期間：２０２６年４月１日から２０２７年３月３１日まで 

 

６．利用料金  ※下記利用料金には、消費税(１０％)が含まれております。 

区   分 
陸置料(２０２６年４月１日～２０２７年３月３１日) 

５ｍ以下の船 ５ｍを超える船 

長浜市に住所がある個人・法人 ５２，３８０円 ６８，０９０円 

長浜市外に住所がある個人・法人 ７８，５７０円 １０２，１４０円 

 

７．募集期間 ２０２６年２月２６日（木）～３月９日（月） 

９時から１７時まで  ※ただし、水曜日は休館 

 

 



８．注意事項 

       ① 利用申込手続きには、必ず本人がお越しください。（郵送、電話による受付はいたし 

ません。） 

② すでに船舶を所有されている方とは、その船舶の船舶検査証書の筆頭の船舶所有者を 

指します。 

③ 船舶を所有される予定の方とは、２０２６年５月３１日までに船舶を所有し、かつ 

その船舶を搬入できる方を指します。(上記の期限までに、所有された船舶の船舶検査 

証書を提出していただきます。提出されない方、また、この証書の名義が本人と同じ 

でない方は利用資格を無効とします。） 

   ④ 利用申込は、１法人１個人につき申込は１つとします。なお、住所を同一にする同居 

の親族による複数の申込はできません。（共同所有者も含み重複申込をされた時は、 

申込を無効とします。) 

⑤ 申込者が偽り、またはその他不正の手段により利用申込をした場合は、その申込を無 

効とします。 

⑥ 提出し受理された関係書類は返却しません。 

⑦ 現在、長浜ヨットハーバー利用契約（共同所有者名簿中に記載されている人も含む。） 

をされている方の申込はできません。 

⑧ 当ヨットハーバーは、営利を目的とした船舶は契約できません。 

⑨ 当ヨットハーバーは、びわ湖の水位低下や積雪などの自然現象及び水草等の繁茂につい 

ての対応は想定しておりません。施設の現状をご理解のうえご契約ください。 

⑩ 申込者数が募集バース数を超えた場合は、下記のとおり抽選を行います。 

 ただし、長浜市に住所を有する方および長浜市に所在する法人等を優先します。 

また募集バース数を超えない場合でも、同日バース位置の抽選をします。 

 

◆抽選日：２０２６年３月１４日（土） 

受 付：１３時３０分～１３時５０分   抽選：１４時００分 

 会 場：長浜文化芸術会館 １階 学習集会室２ （長浜市大島町３７番地） 

※抽選日に本人が出席できない場合は、申込時に委任状を提出してください。 

 

⑪  今回の申込者で抽選等にもれた方を対象に、２０２６年１２月２４日までを有効期限と 

してキャンセル待ちの扱いをさせていただきます。このため、キャンセル待ちの順番を 

決める抽選を行います。 

 

９．利用申込必要     ①長浜ヨットハーバー利用契約申請書 

    書  類  等     ②本人確認書類…自動車運転免許証、船舶操縦免許証等および住民票 

の写し。法人は登記事項証明書。 ※住民票の提出は、市内居住者   

に限る（ただし、利用申込み以前に長浜市民となった方） 

                     ③契約しようとする船舶の船舶検査証書の写し（申込者本人が筆頭の



船舶所有者であること。）  

④船舶が共同所有である場合は、共同所有名簿の提出。 

                      ⑤船検手帳の写し 

⑥契約しようとする船舶の写真（横写し全景のもの） 

                             ※船舶を所有される予定の方は、同一型艇の写真またはカタログを 

                  提出してください。（無動力船の場合は長さと幅がわかるもの。） 

                      ⑦印鑑（訂正等に必要） 

           ⑧誓約書（船舶を所有される予定の方のみ） 

 

１０．受付場所および   公益財団法人 長浜文化スポーツ振興事業団 

お問い合わせ先   長浜市大島町３７番地 長浜文化芸術会館内 ヨットハーバー担当 

℡ ０７４９－６３－７４００ 
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■長浜ヨットハーバー利用料一覧
単位：円

５ｍ以下の船舶 ５ｍを超える船舶 ９ｍ以下の船舶 ９ｍを超える船舶

税抜額 47,619 57,142

10％課税 10円未満切捨て 52,380 68,090 62,850 81,710

10％課税月割り（/月） 10円未満切上げ 4,370 5,680 5,240 6,810

10％課税 10円未満切捨て 78,570 102,140 94,280 122,560

10％課税月割り（/月） 10円未満切上げ 6,550 8,520 7,860 10,220
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